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「教育委員会危機管理マニュアル」の項目追加について 

このことについて、北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を踏まえ、平成 24 年３月に改訂した「教育

委員会危機管理マニュアル」に下記の項目を追加し、別添のとおり県教育委員会のホームページに掲載

しましたのでお知らせします。 

記 

１ 追加項目 

  「第２章／第３項 その他事項 ３ 弾道ミサイルの発射（P129～131）」 

２ 教育委員会危機管理マニュアルの掲載先 

  岩手県教育委員会ホームページ 

http://www.pref.iwate.jp/kyouiku/ippan/gyousei/007070.html 

２ 教育委員会危機管理マニュアルについて 

  当危機管理マニュアルは、危機発生時や危機終息後の対応策、危機の予防対策等について、標準的・

共通的な項目を雛形としてまとめ、各県立学校や各市町村教育委員会等に配付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 

〔教育委員会危機管理マニュアル全般〕 

教育企画室総務担当 主事 小野寺 内線 6108 

〔弾道ミサイルの発射〕 

保健体育課学校健康安全担当 指導主事 平澤 内線 6188 

様 
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